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○
金
融
庁
告
示
第
十
六
号

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
百
二
十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
資
産
及
び
割
合
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
よ
り
適
用
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

金
融
庁
長
官

森

信
親

（
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
資
産
）

第
一
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
府
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
三
条
第
八
項
に
規
定
す
る
金
融

庁
長
官
が
定
め
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

金
銭

二

中
央
政
府
、
中
央
銀
行
、
国
際
決
済
銀
行
、
国
際
通
貨
基
金
、
欧
州
中
央
銀
行
、
欧
州
共
同
体
、
欧
州
安
定
メ
カ
ニ
ズ

ム
、
欧
州
金
融
安
定
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
若
し
く
は
国
際
開
発
銀
行
（
国
際
復
興
開
発
銀
行
、
国
際
金
融
公
社
、
多
数
国
間
投

資
保
証
機
関
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
、
ア
フ
リ
カ
開
発
銀
行
、
欧
州
復
興
開
発
銀
行
、
米
州
開
発
銀
行
、
欧
州
投
資
銀
行
、

欧
州
投
資
基
金
、
北
欧
投
資
銀
行
、
カ
リ
ブ
開
発
銀
行
、
イ
ス
ラ
ム
開
発
銀
行
、
予
防
接
種
の
た
め
の
国
際
金
融
フ
ァ
シ
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リ
テ
ィ
及
び
欧
州
評
議
会
開
発
銀
行
に
限
る
。
）
又
は
我
が
国
の
地
方
公
共
団
体
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
若
し
く
は

政
府
関
係
機
関
（
次
号
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
を
「
特
定
の
発
行
体
」
と
い
う
。
）
の
発
行
す
る
債
券
の
う
ち
、
銀
行
法

第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る

か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
十
九
号
。
以
下
「
銀
行
自
己
資
本
告
示
」
と
い
う
。

）
第
八
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
又
は
適
格
格
付
機
関
（
銀
行
自
己
資
本
告
示
第
一
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
適
格

格
付
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
（
銀
行

自
己
資
本
告
示
第
一
条
第
十
五
号
に
定
め
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
１
―
４
以
上
で
あ
る
も
の
（

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
五
に
規
定
す
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
当
事
者
又
は
そ
の
親
会
社
等
（
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭

和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
十
六
第
三
項
に
規
定
す
る

親
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
子
会
社
等
（
令
第
十
五
条
の
十
六
第
三
項
に
規
定
す
る
子
会
社

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
親
会
社
等
の
子
会
社
等
（
当
該
当
事
者
を
除
く
。
）
が
発
行
す

る
も
の
を
除
く
。
）
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三

特
定
の
発
行
体
以
外
の
者
が
発
行
す
る
債
券
（
銀
行
自
己
資
本
告
示
第
一
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
及
び
同
条
第
十
六
号
の
二
に
規
定
す
る
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち

、
適
格
格
付
機
関
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
（
銀
行
自
己
資
本
告
示
第
六
十
三
条
又
は
第

六
十
四
条
に
掲
げ
る
主
体
の
発
行
す
る
債
券
に
付
与
さ
れ
た
格
付
に
つ
い
て
は
、
銀
行
自
己
資
本
告
示
第
六
十
五
条
第
一

項
の
表
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
２
―
２
、
４
―
３
又
は
５
―
３
以
上
で
あ
る
も
の
（
非
清
算
店
頭

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
当
事
者
又
は
そ
の
親
会
社
等
、
子
会
社
等
若
し
く
は
親
会
社
等
の
子
会
社
等
（
当
該
当
事
者
を
除

く
。
）
が
発
行
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四

指
定
国
（
金
融
商
品
取
引
業
者
の
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
、
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
及
び
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出

の
基
準
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
九
年
金
融
庁
告
示
第
五
十
九
号
）
第
一
条
第
三
十
八
号
に
規
定
す
る
指
定
国
を
い
う
。

）
の
代
表
的
な
株
価
指
数
を
構
成
す
る
株
式
又
は
当
該
株
式
に
転
換
す
る
権
利
を
付
与
さ
れ
た
社
債
（
前
号
に
掲
げ
る
債

券
の
信
用
リ
ス
ク
区
分
が
４
―
４
又
は
５
―
４
以
下
で
あ
る
会
社
が
発
行
す
る
株
式
又
は
当
該
株
式
に
転
換
す
る
権
利
を

付
与
さ
れ
た
社
債
及
び
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
当
事
者
又
は
そ
の
親
会
社
等
、
子
会
社
等
若
し
く
は
親
会
社

等
の
子
会
社
等
（
当
該
当
事
者
を
除
く
。
）
が
発
行
す
る
も
の
を
除
く
。
）
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五

投
資
信
託
等
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
に
規
定
す

る
投
資
信
託
若
し
く
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
若
し
く
は
投
資
証
券
、
新
投
資
口
予
約
権
証
券
若
し
く
は
投
資
法
人

債
券
又
は
同
法
第
二
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
投
資
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
条
件
を
満
た
す
も
の
（
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
当
事
者
又
は
そ
の
親
会
社
等
、
子

会
社
等
若
し
く
は
親
会
社
等
の
子
会
社
等
（
当
該
当
事
者
を
除
く
。
）
が
発
行
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

投
資
対
象
が
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
投
資
信
託
等
が
投
資
し
て
い
る
資

産
に
係
る
価
格
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
に
対
す
る

投
資
を
行
う
こ
と
又
は
当
該
投
資
信
託
等
の
信
託
財
産
の
運
用
上
生
じ
た
余
裕
金
の
額
を
限
度
と
し
て
、
金
銭
信
託
、

預
金
、
コ
ー
ル
ロ
ー
ン
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
対
す
る
投
資
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

ロ

当
該
投
資
信
託
等
の
市
場
に
お
け
る
取
引
価
格
が
毎
取
引
日
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２

府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
六
に
規
定
す
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
場
合
に
お
け
る
前

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二

十
一
号
の
五
に
規
定
す
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
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「
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
六
に
規
定
す
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

（
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
割
合
）

第
二
条

府
令
第
百
二
十
三
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
産
の
時
価
に
乗
じ
る
割
合
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
割
合

は
、
金
銭
及
び
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
一
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
に

応
じ
て
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
割
合
と
し
、
同
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
債
券
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
二

の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
、
同
表
の
第
二
欄
の
信
用
リ
ス
ク
区
分
及
び
同
表
の
第
三
欄
の
残
存
期
間
の
区
分
に

応
じ
て
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
割
合
と
し
、
同
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
同
号
に
掲
げ
る
も
の
の
投

資
対
象
（
同
号
イ
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
投
資
に
係
る
投
資
対
象
を
除
く
。
）
に
適
用
さ
れ
る
同
表
の
第
四

欄
に
定
め
る
割
合
の
う
ち
最
も
高
い
も
の
と
す
る
。

間
）

）

第
一
欄
（
資
産
の
区
分
）

第
二
欄
（
信
用
リ
ス
ク
区
分
）

第
三
欄
（
残
存
期

第
四
欄
（
割
合

一

零

金
銭

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ

百
分
の
十
五
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る
も
の

二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

一
年
以
下

千
分
の
五

１
―
１
又
は
銀
行
自
己
資
本
告
示
第

る
債
券

一
年
超
五
年
以
下

百
分
の
二

八
十
九
条
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

五
年
超

百
分
の
四

一
年
以
下

百
分
の
一

１
―
２
又
は
１
―
３

一
年
超
五
年
以
下

百
分
の
三

五
年
超

百
分
の
六

全
て
の
期
間

百
分
の
十
五

１
―
４

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

一
年
以
下

百
分
の
一

２
―
１
、
４
―
１
又
は
５
―
１

る
債
券

一
年
超
五
年
以
下

百
分
の
四

五
年
超

百
分
の
八

一
年
以
下

百
分
の
二

２
―
２
、
４
―
２
、
４
―
３
、
５
―

一
年
超
五
年
以
下

百
分
の
六

２
又
は
５
―
３
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五
年
超

百
分
の
十
二

２

府
令
第
百
二
十
三
条
第
九
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
通
貨
の
種
類
が
異
な
る
場
合
に
乗
じ
る
割
合
と
し
て
金
融
庁
長
官
が

定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
八
と
す
る
。


